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不
当
な
差
別
な
ど
に
よ
る
社
会
的
な
孤
立
を
な
く

し
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
思
い
や
り
の
心
を
持
ち
、

互
い
に
支
え
合
う
住
み
よ
い
地
域
社
会
を
実
現
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

目
的　
第
１
条

　
不
当
な
差
別
を
防
止
・
解
消
す
る
た
め
、
市
と
市

民
が
共
に
取
り
組
む
姿
勢
を
明
記
し
て
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
特
化
せ
ず
、
人

権
全
般
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

　
罰
則
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

特
徴人

権
擁
護
の
理
念
を
示
す

条
例
の
構
成

①
人
種
・
信
条
・
性
別
・
社
会
的
身
分
・
門
地
な
ど

　
に
よ
る
不
当
な
差
別

⑤
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
・
ハ
ン
セ
ン
病
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

　
イ
ル
ス
感
染
者
な
ど
へ
の
不
当
な
差
別

②
子
ど
も
の
人
権
問
題
（
い
じ
め
・
虐
待
）

③
高
齢
者
の
人
権
問
題

⑥
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
人
権
侵
害　
な
ど

④
障
が
い
者
の
人
権
問
題

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
よ

り
、
全
国
的
に
感
染
者
へ
の
ひ
ぼ
う
中
傷
・
差
別
的

扱
い
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
他
に
も
、
人
権
問
題

で
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
顕
在
化
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
令
和
２
年
10
月
７
日
に
県
内
初
と
な
る

「
白
河
市
思
い
や
り
条
例
」
を
制
定
し
ま
し
た
。

　
今
月
は
、
条
例
の
内
容
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

問
本
庁
舎
市
民
課　
内
２
１
７
３

制
定
の
背
景
・
目
的

　
こ
れ
ら
の
人
権
問
題
が
深
刻
な
孤
立
・
分
断
を
引

き
起
こ
す
原
因
と
な
る
た
め
、
人
権
擁
護
の
理
念
を

共
有
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
差
別
の
な
い
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り

の
推
進
と
、
あ
ら
ゆ
る
不
当
な
差
別
の
防
止
・
解
消

に
向
け
、
市
と
市
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
「
白

河
市
思
い
や
り
条
例
」
を
制
定
し
ま
し
た
。

12
日　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
市

　
　
　
　
内
１
例
目
の
感
染
を
確
認
。

　
　
　
　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
、
市
長
メ

　
　
　
　
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
。
差
別
の
防
止
を

　
　
　
　
呼
び
か
け
る
。

15
日　
市
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
。
差
別
の

　
　
　
　
防
止
を
繰
り
返
し
呼
び
か
け
る
。

下
旬　
全
国
的
な
差
別
問
題
に
よ
り
、
人
権

　
　
　
　
尊
重
の
重
要
性
を
再
確
認
。
人
権
全

　
　
　
　
般
を
対
象
に
、
条
例
制
定
に
向
け
検

　
　
　
　
討
を
開
始
。

４
日　
ご
当
地
ヒ
ー
ロ
ー
・
ダ
ル
ラ
イ
ザ
ー

　
　
　
　
の
協
力
で
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

　
　
　
　
感
染
症
に
よ
る
差
別
防
止
ポ
ス
タ
ー
」

　
　
　
　
を
作
成
。
※
赤
色
ポ
ス
タ
ー

７
日

白
河
市
思
い
や
り
条
例
を
施
行
。

　
　
　
　
「
ダ
ル
ラ
イ
ザ
ー
ポ
ス
タ
ー
第
２
弾
」

　
　
　
　
を
作
成
。
※
青
色
ポ
ス
タ
ー

９
日　
白
河
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
会
長
と

　
　
　
　
人
権
擁
護
委
員
が
、
市
長
に
謝
意
の

　
　
　
　
文
書
を
手
渡
す
。
市
と
協
力
し
、
差

　
　
　
　
別
解
消
に
向
け
た
活
動
に
取
り
組
む

　
　
　
　
こ
と
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
。

15
日　
市
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
。
差
別
の

　
　
　
　
防
止
と
条
例
制
定
の
思
い
を
伝
え
た
。

市
の
動
き

8
月

R2
９
月

R2
10

月

R2

市
の
責
務
第
２
条

③不当な差別に対する
適切な支援と助言を
する場の提供

差別被害者などの相談

「SOSミニレター」小・中学校

解決に向けた
アドバイスなど

②
啓
発
活
動学

校
行
事
で
の
啓
発

「
人
権
の
花
運
動
」

①
正
確
な
情
報
提
供

　
互
い
に
思
い
や
り
の
心
を
持
ち
、
不
当
な
差
別
を

行
わ
な
い
よ
う
努
め
る
。

　
不
当
な
差
別
を
な
く
す
た
め
、
市
・
関
係
機
関
な

ど
の
施
策
に
協
力
す
る
。

市民課
人権擁護委員との連携

思いやり条例の推進

生活防災課 市民あったか相談

※
条
例
の
文
言
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

   

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

社会福祉課
障がい者の権利擁護

民生児童委員との連携

高齢福祉課
成年後見制度

地域包括支援センター
との連携

こども支援課
子育て支援事業

児童虐待の相談

健康増進課 こころの健康相談

　
学
校
・
地
域
・
家
庭
・
職
域
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
場
で
、
人
権
擁
護
の
理
念
を
浸
透
さ
せ
る
施

策
を
実
施
し
ま
す
。
加
え
て
、
不
当
な
差
別
を

受
け
た
人
が
、
迷
わ
ず
相
談
で
き
る
場
所
と
情

報
を
提
供
し
ま
す
。

市
の
取
り
組
み

学校教育課
仁のつどい

授業での取り組み

生涯学習
スポーツ課

男女共生計画の推進

青少年健全育成大会

市民生活部

教育委員会 保健福祉部

市
民
の
責
務
第
３
条

白
河
市

  
思
い
や
り
条
例

情報や知識不足から生じる
恐れ・不安

嫌悪・偏見から生じる
差別

負のスパイラル

正しい知識と思いやりの心

負の連鎖を断ち切る

　
偏
見
や
誤
解
を
な
く
す
た
め
、
正
確
な
情
報
を
収

集
・
整
理
し
、
市
民
に
対
し
情
報
提
供
・
啓
発
活
動

を
行
う
。

　
不
当
な
差
別
を
受
け
た
市
民
に
対
し
、
適
切
な
支

援
と
助
言
を
行
う
。

市民

互
い
に
支
え
合
う
住
み
よ
い
地
域
社
会
を
実
現
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

嫌悪・偏見から生じる嫌悪・偏見から生じる

負のスパイラル

嫌悪・偏見から生じる嫌悪・偏見から生じる

負のスパイラル

取り組み一覧




